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長野市おくやみハンドブック協働発行事業者公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 目的 

死亡に伴う手続は多岐にわたり、身近な人が亡くなった悲しみの中、慣れない手

続を短期間のうちに行わなければならず、遺族の大きな負担となっていることか

ら、本市では、遺族の負担軽減を図るため、死亡に伴う様々な手続を案内した冊子

「おくやみハンドブック」を配布している。 

本ハンドブックは、おくやみに関連した広告を掲載し、制作に係る費用を広告料

で賄うことで、本市の費用的負担を一切かけずに作成するため、ノウハウを有する

事業者と協働発行しているが、現行の協定が今年度で満了する。 

次期協働発行者の選定に当たっては、市民に寄り添ったわかりやすいハンドブッ

クの作成に資するとともに広告主の募集などの充分な実績とノウハウを有すること

が必須条件となるため、選定方法を公募型プロポーザルで行うものとし、最も適格

と判断された者を優先交渉権者とする。 

 

第２ 事業概要 

 (1) 事業の名称  長野市おくやみハンドブック協働発行事業 

(2) 事業内容   別紙「長野市おくやみハンドブック協働発行事業仕様書」 

のとおり 

(3) 事業期間   協定締結の日から令和11年３月31日まで 

(4) 費用     広告収入で作成し、無償提供とする。 

 

第３ スケジュール 

内  容 期  日 

実施の公告 令和７年10月17日（金） 

質疑の受付 
令和７年10月17日（金）から 

令和７年10月24日（金）まで 

質疑に対する回答 令和７年10月31日（金） 

参加申込み（提案書含む）の受付 
令和７年10月17日（金）から 

令和７年11月７日（金）まで 

結果通知・結果公表 令和７年11月28日（金） 

協定締結 令和７年12月中旬（予定） 

 

第４ 参加資格 

(1) 一般的（共通）事項 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当しない

こと。 

イ 長野市の物品等競争入札参加資格者名簿に登載されていること。  

なお、名簿に登載されていない者が本プロポーザルに参加することを妨げな
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いものとするが、優先交渉権者となった場合は、協定締結前に同名簿への登載

ができること。 

ウ 長野市建設工事等入札参加者指名停止等措置基準（昭和60年５月１日制定）

及び長野市物品等入札参加者指名停止等措置基準（平成18年４月１日制定）に

基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定による更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条の規定による再生手

続開始の申立てをされた者（更生手続又は再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

オ 次に掲げる税について滞納がないこと。 

(ｱ)  市税（本市が賦課徴収するものに限る。） 

(ｲ)  消費税及び地方消費税 

(ｳ)  所得税又は法人税 

カ 長野市暴力団排除条例（平成26年長野市条例第40号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

(2) 本事業の遂行のために必要な事項 

  ア 令和4年度以降、国、又は人口20万人以上の地方公共団体と本事業内容と類

似する協定を締結し、誠実に履行した１年以上の実績を有していること。 

 

第５ 参加申込みの手続 

(1) 提出書類 

ア 参加意思確認書（様式第１号）  

イ 同種・類似事業実績調書（様式第２号）  

ウ 協定書・仕様書等の写し（上記イが確認できるもの）  

エ 納税証明書（市税・法人税等の滞納がないことがわかる証明書の原本） 

オ 会社概要 ※Ａ４判１枚程度（両面可） 

カ 企画提案書 

 

(2) 提出期間  

令和７年10月17日（金）から令和７年11月７日（金）まで（土日、祝日を除く。）  

受付時間は、いずれも午前９時から午後５時までとする。 

(3) 提出部数  

(1)の提出書類のうち、エ以外は正本１部、副本７部の計８部、エについては

正本１部を提出すること。 

(4) 提出方法  

持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合においては、本市へ

の送達が証明できる書留等によるものとし、提出期限までに事務局に到達した

ものを有効とする。 

(5) その他  

指定の様式によらないもの及び必要書類が整っていないもの並びに提出期間

を過ぎたものは、一切受け付けないものとする。 
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 (6) 提出先 

   〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町１６１３番地 

   長野市役所 地域・市民生活部 市民窓口課 担当：宮澤 

 

第６ 質問の受付及び回答 

(1) 受付期間 

令和７年10月17日（金）から令和７年10月24日（金）まで 

(2) 質問方法 

質問書（様式第３号）に必要事項を記載の上、電子メールにて以下のアドレス

宛に送信すること。 

なお、メールの件名は「長野市おくやみハンドブック協働発行事業に関する質

問」とし、必ず送信した旨を事務局まで電話にて連絡すること。 

・メールアドレス：shimado@city.nagano.lg.jp 

・事務局連絡先（長野市役所市民窓口課）：℡ 026-224-6428 

(3) 回答方法 

  令和７年10月31日（金）に長野市ホームページに掲示し個別には回答しな

い。 

 

第７ 企画提案書の作成方法 

 企画提案書は、以下の様式等で作成すること。 

(1) 様式等の形式  

ア サイズ       Ａ４判用紙（縦）  

イ 文字方向      横書き（図表等に含まれる文字を除く。）  

ウ 印刷方法   両面、左綴じ、カラー印刷  

エ 文字ポイント 10.5ポイント以上とする（図表等に含まれる文字を除

く。） 。 

オ ページ番号  表紙及び目次を除き、ページ番号を付すこと。 

カ ページ数   表紙及び目次を除き、50ページ以内とすること。 

キ その他    文字の書体、文字色、字間及び行間は指定しない。 

(2) 体裁  

ア 表紙  

(ｱ) 題名「長野市おくやみハンドブック協働発行事業企画提案書」を記載  

(ｲ) 作成年月日を記載  

(ｳ) 法人名称を記載し、押印（実印）すること。 

イ 目次  

表紙の次ページに目次を付すこと。 

ウ 製本方法  

表紙、目次、企画提案内容を１部ごとに一冊のファイルに綴じること。 

(3) 企画提案内容 

「別表１」の評価項目に記載する内容に沿って、提案内容を記載すること。 
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第８ 選定方法 

本要領及び仕様書等に基づき、提出された企画提案書等について「長野市おくやみ

ハンドブック協働発行事業者選定委員会」が審査を行う。 

(1) 選定方法  書類審査 

(2) 選定基準 

ア 各評価者は、提案内容を評価項目ごとに評価し、「別表２」の評価基準に基

づき採点する。 

イ 企画提案書による各評価項目の配点は、「別表１」のとおりとする。 

ウ 合計得点の算出方法 

(ｱ)各評価者の各評価項目における採点による得点（「採点」×「配点」＝「得

点」）を算出する。 

(ｲ) 全評価項目の得点を合計して、当該提案者の得点を算出する。 

エ 優先交渉権者の決定 

ウで算出した得点が最も高かった提案者を優先交渉権者として決定する。 

(3) 審査過程の非公開 

選定過程は、非公開とする。 

また、審査結果及び審査内容についての質問・異議申し立ては一切受け付けな 

い。 

 

第９ 審査結果 

(1) 通知方法   すべての提案者に電子メールにて通知 

(2) 通知時期   令和７年11月28日（金） 

(3) ホームページへの掲載 選定の結果は、長野市公式ホームページに公表する。 

 

第10 提出書類の取扱い 

本プロポーザルの実施に当たり、提案者が本市へ提出する書類の取扱いは、次の

とおりとする。 

(1) 提出されたすべての書類は、返却しない。 

(2) 提出後の差し替え及び追加・削除は認めない。 

(3) 提出書類は、本プロポーザルの実施以外の目的には使用しない。 

(4) 提出書類は、原則として公表しない。ただし、長野市情報公開条例（平成13

年長野市条例第30号）に基づく公開請求があった場合は、提案者が事業を営む

うえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる

情報を除き、この限りでない。 

(5) 提出書類は、本プロポーザルの実施に当たり必要な範囲において、複製を作

成することがある。 

 

第11 その他 

その他、本プロポーザルに関する事項は、次のとおりとする。  

(1) 本プロポーザルに関する手続において使用する言語は日本語とする。 

(2) 提出書類の作成等、本プロポーザルの参加に要する費用は、全て提案者の負
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担とする。 

(3) 本プロポーザルの参加申請書を提出した後、参加を辞退する場合には、速や

かに持参又は郵送の方法により、参加辞退届（様式第４号）を第12の事務局へ

提出すること。 

(4) 本プロポーザルの参加者は、不知又は内容の不明を理由として、異議を申立

てることはできない。 

(5) 次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

ア 第４「参加資格」の要件を満たさない者  

イ 提出書類に虚偽の記載をした者 

ウ その他、本プロポーザルの実施に当たり、不正もしくは妨害行為を行い、

又は公序良俗に反する行為を行った者 

 

第12 事務局（問い合わせ先） 

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地  

長野市地域・市民生活部市民窓口課総務担当（長野市役所第一庁舎２階）  

担当者：宮澤 

 

電 話：026-224-6428（直通） 

ＦＡＸ：026-224-7631 

E-mail：shimado@city.nagano.lg.jp 
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別表２ 提案内容の評価基準 

評価 評価基準 採点 

Ａ 非常に優れている  1.0点  

Ｂ 優れている  0.9点  

Ｃ 標準 0.7点  

Ｄ やや不十分である 0.5点  

Ｅ 不十分である 0.0点  

 

 

評価項目 評価事項 評価基準 配点 

全般 

１ 基本事項 
事業の目的及び仕様書の内容を踏まえ、本事業

の主旨を理解していること。 
10点 

２ 事業体制 
本事業を円滑に遂行するための充分な体制が

整っていること。 
10点 

３ スケジュール 
スケジュールが明確であり、実現可能な工程

となっていること。 
20点 

４ 実績 
類似事業の経験が豊富であり、充分なノウハ

ウが備わっていること。 
20点 

５ 創意工夫 
今までの経験やノウハウを活かした創意工夫

を凝らした提案ができること。 
20点 

構成 

６ ページ構成 
誰でもわかりやすく使いやすい構成やレイア

ウトを提案できること。 
25点 

７ デザイン 
本事業のコンセプトに見合う独自のイラスト

やデザインを提案できること。 
25点 

広告 ８ 広告募集 

広告掲載の基準を有し、市の発行物にふさわ

しい広告募集、広告掲載が可能で、広告主の

見込み数も実現可能な提案であること。 

20点 

問 い 合 わ

せ 
９ 問い合わせ体制 

広告主や市民からの広告についての問い合わ

せ・苦情に対し、速やかに対応できる体制が

充分に整っていること。 

15点 

その他 10 その他提案 
その他、本市にとって有効な提案があるこ

と。 
15点 

配点合計 180点 

別表１ 評価項目及び配点 


